
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

２０２４年　３月　１日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし
 

該当なし
 

該当なし
 

1   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 発見日

1 3号機

放水口モニター試料採取ポンプ吸込み口（開口部）に設置されているグレーチング４枚のうち１枚
において、グレーチングが固定されているコンクリート基礎部分が高波により破損し、外れているこ
とが認められたため、当該破損箇所を点検・修理。
なお、修理完了までは当該グレーチング周辺に区画を設置し立入り禁止とした。

ＧⅢ 2月28日

２０２３年度　パフォーマンス向上会議不適合報告情報（２０２４年　３月　１日（金）分）

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

区分　Ⅰ：
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区分　Ⅲ：


